
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康な心とからだは毎日の食事から 

～家庭と地域をつなぐ食育のかけ橋～ 
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はじめに 

 

「食」は、私たちが健やかな日々を過ごすために欠かすことのできないもので

あり、「食育」は、一人ひとりが食を選択する力を養い、健全な食生活を自ら実

践していくために、世代を問わず極めて重要な役割を担うものです。 

当町では、食を通じて健康増進と豊かな人間性を育むため、平成 23 年 3 月に

「穴水町食育推進計画」を策定し、家庭や地域、学校などの関係機関の皆様と連

携し、着実に食育を推進してまいりました。 

しかしながら、近年の新型コロナウイルス感染症の流行は、私たちのライフス

タイルや価値観を大きく変化させました。さらに、令和６年能登半島地震の発生

は、当町の生活環境を一変させ、食を取り巻く状況にも深刻な影響を及ぼしてい

ます。こうした困難な時期だからこそ、心身の健康を支える「食」の重要性は、

ますます高まっています。 

本計画では、これまでの基本理念である「健康な心とからだは毎日の食事から 

～家庭と地域をつなぐ食育のかけ橋～」を継承・発展させ、次世代を担う子ども

から高齢者まで、すべての世代が食に関心を持ち、生涯にわたって健やかに暮ら

せる町を目指し、この度「第 4次穴水町食育推進計画」を策定いたしました。 

今後は本計画に基づき、穴水町ならではの豊かな食材や伝統ある食文化を守

り育てながら、食育のさらなる推進に取り組んでまいりますので、ご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご提言をいただきました食育推進委員

会委員の皆様をはじめ、多大なるご協力をいただきました関係各位に、心より厚

く御礼申し上げます。 

 

令和 8年 3月 

                        穴水町長  吉村 光輝 
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第 1 章 計画策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

   私たちの生活は“食”によって成り立っています。 

“食”は私たちが生きていくための基本であり、なくてはならないものです。 

食の選択一つで、私たちの生活はよくも悪くもなると言っても過言ではあ 

りません。 

近年、社会情勢の変化（新型コロナウイルス感染症の流行など）に伴い、 

食生活を取り巻く環境は大きく変化し、食生活の乱れ、栄養の偏りなどから 

  生活習慣病の有病者や予備群の増加、郷土の食文化の喪失、食品の安全性と 

いった“食”を巡ったさまざまな問題が生じています。そのため、一人ひと 

りが食に対する正しい知識を持ち、“食”を選択する力がより一層求められ 

るようになっています。また、令和 6年に発生した能登半島地震により、普 

段から非常時も想定した食を意識する必要性が求められています。様々な状 

況の中で、自ら健全な食生活を実践できる能力は、現代を生きていく上で何 

にも変えがたい力となります。 

 

このような中、本町では、平成 22 年度に「穴水町食育推進計画」を、さ 

らに平成 27 年度・令和 2年度には「第 2次穴水町食育推進計画」「第 3次 

穴水町食育推進計画」を策定し、積極的に食育を推進して参りました。その 

結果、町民の食育への関心や食育という言葉の知名度は徐々に高まってき 

てはいるものの、十分な実践までには結びついていないのが現状です。 

 

このような現状を踏まえ、関係機関・団体の連携を強化するとともに、こ 

れまでの計画の考え方を継承しつつ、新たに【追加したもの】を明示し、 

子どもから高齢者までの全ての世代が食育に関心を持ち、健康で長生きで 

きるよう、またそれを関心から実践へとつなげられるような食育の取り組 

  みを目指し、「第 4次穴水町食育推進計画」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※食育とは？ 

 ①生きる上での基本であって、知育・徳育・及び体育の基本となるべ 

  きもの。 
 

   ②様々な経験を通じて“食”に関する知識と“食”を選択する力を 

    習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。 

                     食育基本法(平成 17 年 7 月施行) 
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２．計画の位置づけ 

 本計画は、穴水町の食育を推進するための基本的な考え方を示す計画として、

食育基本法第 18 条第 1 項に規定する市町村食育推進計画と位置づけます。 

 実施に当たっては、国の「食育基本法」を踏まえ、「第 4 次いしかわ食育推

進計画」、「穴水町復興計画」、「穴水町健康増進計画(第 3 次)」、「第 3 期穴水町

子ども子育て支援事業計画」とともに関連計画との整合性を図りながら関係機

関と連携して食育を推進していきます。 

 

 

 

 

【穴水町食育推進計画】 

 

 

 

平成 23 年 3 月策定   平成 28 年 3 月策定   令和 3 年 3 月策定   令和 8 年 3 月策定 

 

食育推進基本計画(国) 

 

 

 

平成 18 年 3 月策定   平成 23 年 3 月策定   平成 28 年 3 月策定     令和 3年 3 月策定 

 

 

  

 

 

 

 

 

食育基本法 

平成 17 年 7 月施行  最終改正：平成 27 年 9 月改正 

◎食育基本法 第 18 条 

市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されている時は、食

育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として当該市町村の区域内にお

ける食育の推進に関する施策についての計画(以下、「市町村食育推進計画」とい

う。)を作成するよう努めなければならない。 
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３．計画の期間と評価 

本計画の対象期間は令和8年度から令和12年度までの5年間とします。なお、

期間中に状況の変化などが生じ計画の変更が必要となった場合には、必要に応

じて見直しを行います。 

 

４．計画の推進体制 

本計画に基づく食育の取り組みについて、関係課及び関係機関との連携を図

りながら、食育に取り組む主体を増やし、食育に関する施策を積極的に推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※食育の多様な分野の知識を持ち、草の根活動的に地域における食育を推進す

るため、知事の証明書を所持し、活動を行う者。 

(引用：石川県「地域版食育推進計画策定指針」) 

 

 

 

 

 

 

認定こども園 

保育所(園) 

学校 

漁業関係者 

※食育コーディネーター 
ボランティア 

行政 

地域 

農業関係者 

家庭・町民 
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第 2 章 食を取り巻く現状と課題 

 

１．人口に関すること 

 ◆人口の推移 

   本町の人口は昭和 60 年に 1 万 3 千人を超えていましたが、減少が続き、 

平成 22 年には 1 万人を割り、令和 6 年には 7,091 人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         資料：国勢調査 

 

◆年齢人口割合の推移 

年齢別(3 区分)で見ると、年少人口(0～14 歳)及び生産年齢人口(15～64 

歳)が緩やかに減少する一方、老年人口(65 歳以上)は急速に増加し続け、令

和 2 年には生産年齢人口を超えている。少子高齢化が急速に進行しているこ

とがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

13,565 
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年少人口（０～１４歳）
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◆世帯数の推移 

  本町の世帯数は微減傾向が続いていたが、平成 22 年から令和 2 年にかけて 

減少数が増加している。世帯あたりの平均世帯人員も減少傾向にあり、核家族 

世帯・単身世帯や高齢者世帯が増加している。能登半島地震の影響も踏まえ、 

世帯数は今後、さらに減少していくことが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査   

 

◆産業別就業者数 

  産業別就業者の県との比較では、1 次産業が県より多い傾向にあることがわ 

かる。本町が自然豊かな立地であり、農業・林業・漁業に適した環境にあるこ 

とが関係しているためかと思われる。 

 

 

                                             1 次産業：農業・林業・ 

漁業  

                       2 次産業：鉱業・建設業・ 

製造業 

                       3 次産業：電気・ガス 

水道業・ 

                            サービス業                                                                             

 

 

       資料：国勢調査 

％ 

3.5
3.2 3 2.8 2.7 2.5 2.4

0

1

2

3

4

3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
4,100

S60 H7 H12 H17 H22 H27 R2

世帯数・一世帯あたりの平均世帯人員

世帯数（戸） 平均世帯人員（人）

世 帯  人 

2.6 

27.8 

69.6 

10.1 
20.4 

69.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

１次産業 ２次産業 ３次産業

令和２年産業別就業者率県との比較

石川県 穴水町

％ 
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２．生活習慣病に関すること 

 ◆選択死因別死亡数の推移 

   令和元年度から令和 5年度までの生活習慣病に関する死因として、全

ての年度で悪性新生物が最も多い傾向にある。また、心疾患や脳血管疾

患についても全ての年度で一定数あり、これらの原因となる塩分摂取量

や脂質過多などの食習慣の改善が課題となっていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：衛生統計年報  

 

 

◆特定健康診査結果 

  令和元年度からの年度別の有所見者割合を性別ごとに見ると、男女とも

に血糖値を表す HbA1ｃが高い傾向にあり、糖質の摂取量が多い可能性が

考えられる。また、本町の課題である血圧や BMI についても増加傾向にあ

り、食生活の乱れやバランスの悪さが伺える結果となった。 
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                          資料：特定健康診査 

 

少子高齢化や働き手不足の問題など、町として様々な課題があるが、中でも

子どもたちの健やかな成長を促し、また、元気に長生きできる高齢者を増やす

ためにも、健康診査結果を認識し、食生活改善に役立てることが必要になって

いる。 
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◆出生数の年次推移 

出生数は石川県全体で減少しており、本町では 20 人前後で年次推移してい

る。 

 

◆低体重児出生割合  

  国の近年の報告によると、2,500g 未満の低体重児は、神経学的・身体的合

併症の他、成人後に糖尿病や高血圧などの生活習慣病を発症しやすいことが

解ってきている。令和元年度から令和 5 年度までの本町の低体重児出生割合

を見ると、石川県の低体重児出生割合に比べて令和 3・4年は本町がやや高い

割合ではあるものの、それ以外では低体重児出生割合は低い傾向である。 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

出生数（石川県）(人) 7,808 7,712 7,258 7,075 6,757                                                                                                                             

2,500g 未満(％) 
715 

(9.2) 

651 

(8.4) 

614 

(8.5) 

646 

(9.1) 

625 

(9.3) 

出生数（穴水町）(人) 32 30 30 30 24 

2,500g 未満(％) 
0 

(０) 

2 

(6.7) 

3 

(10.0) 

5 

(16.6) 

1 

(4.2) 

             資料：母子保健の主要指標・衛生統計年報   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ～プレコンセプションケアについて～ 

 

母体と子の生活習慣病予防について、母にやせや肥満を代表とした生活習慣病

があった場合、生まれる子どもに将来的なリスクが付加されやすく、青年期以降

の様々な生活習慣病の発症が起こりやすくなります。 

 『プレコンセプションケア』とは、将来の妊娠を考えながら、自身の健康や生

活習慣を見直し、改善していくことで妊娠・出産、さらに出産後も健やかに過ご

せることを目的とした妊娠前のケアの概念です。女性だけでなく、カップルで現

在の身体の状態を知り、食生活を含めた生活習慣の見直しや、将来の妊娠・出

産・子育てについて正しい知識を身につけ、生まれてくる赤ちゃんも含めた家族

の健康に役立てるための健康支援として様々な場所で啓発が進められています。 
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◆幼児における肥満状況 

 

１歳 6 ヶ月児健康診査 肥満割合         

 

 

 

 

 

 

 

 

3 歳児健康診査 肥満割合            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

資料：母子保健の主要指標 

令和 4 年度以降 3 歳児は肥満児が 0 人となっている。しかし 1 歳 6 ヶ月児は

令和 3 年以降増加傾向にあり、子どもの発達段階に応じた一般的な食事指導だ

けでなく、個別に応じた食事指導が望まれる。 

 

10

3.7

10 9.8

26.9

5 4.1 3 4.3 50

10
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区分
％ 人 総数 ％ 人 総数 ％ 人 総数 ％ 人 総数 ％ 人 総数

穴水町 10.0 3 30 3.7 1 27 10.0 3 30 9.8 4 41 26.9 7 26
石川県 5.0 399 8,027 4.1 343 8,418 3.0 234 7,709 4.3 320 7,376 5.0 356 7,131

R5R1 R2 R3 R4

区分
％ 人 総数 ％ 人 総数 ％ 人 総数 ％ 人 総数 ％ 人 総数

穴水町 3.3 1 30 10.0 3 30 3.2 1 31 0.0 0 29 0.0 0 25
石川県 2.1 178 8,480 2.4 216 8,907 2.1 171 8,280 1.9 191 8,045 1.8 140 7,723

R1 R2 R3 R4 R5



10 
 

◆小中学生における肥満状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 令和 6 年度学年別の肥満状況では、女性の方は小学校 1 年生が最も多く、男

性は小学校 5 年生が最も肥満者の割合が多い結果となった。また、各学年の全

国の割合と穴水町を比較すると、穴水町は男女ともにほとんどの学年で全国を

上回る結果となった。 
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資料：穴水町学校教育研究会より 

 

 令和 6 年度の本町の小中学生 282 名中、51 名が肥満であり、これは全体の 18.1％を

占める。「穴水町肥満傾向児の推移」を見ると、肥満児の割合は小学校は令和 4 年度か

ら、中学校は令和 3 年度から増加傾向にあり、令和 6 年度の割合は過去最大の数値とな

っている。小児肥満は将来的に生活習慣病などの発症に繋がりやすいため、子どものう

ちからの肥満対策が必要であり、親世代への食育を通した啓発が重要となる。 
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穴水町肥満傾向児の推移（％）
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      ～子どもの頃からの食育の重要性～ 

 

高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病は、ほとんどが食事から影響

を受けています。食事内容を改善することで血圧や血糖値などが改善できるこ

とは周知の事実ではありますが、長年慣れ親しんだ食事を変えていくことはな

かなか容易ではありません。 

  そこで、食事の選び方や味の濃さなどの習慣が定着する前の子どものうちか

ら、周囲の大人が食事についてしっかり管理、教育していくことで、体に良い

薄味、また内容の組み合わせなどを、子どもたちが自然に身につけることがで

きるのです。そういった点から、現在、子育て世代（20～30 代）への食育が

大切とされています。若者世代への食育は将来的な町の健康につながっていく

ことでしょう。 
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◆メタボリックシンドローム及び予備群の状況 

  特定健康診査の結果でメタボリックシンドローム該当者の推移を見る

と、特に男性のメタボリックシンドローム該当者が多い。女性では目立っ

た増減はないものの、該当者および予備群が減っているとは言いがたい状

況。なお、令和 2年から 4年にかけて該当者及び予備群が減少したことに

ついては、新型コロナウイルスの影響もあり特定健康診査の受診者数が減

少したことも理由として考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

資料：特定健康診査結果 
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３．食生活に関すること 

◆幼児における朝食摂取状況 

 朝食摂取率について、健診アンケート結果より、1歳 6ヶ月児・3歳児共

に令和 3・4年に「食べない時がある」の割合が一時的に増加したが、令和

5 年度は減少した。今後増加することが無いよう、親と子どもに朝食を食

べることの大切さを知ってもらうことが必要である。 

                   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：乳幼児健康診査結果   

  R1 R2 R3 R4 R5 

総受診者数(人) 30 27 30 41 26 

食べない時がある(人) 2 3 4 5 2 

食べていない(人) 0 0 0 1 0 

  R1 R2 R3 R4 R5 

総受診者数(人) 30 30 31 29 25 

食べない時がある(人) 3 3 7 6 3 

食べていない(人) 1 0 0 0 0 

93.3

88.9
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92.3
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11.1

13.3

12.2

7.7
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1歳6ヶ月児 朝食摂取状況

いつも食べる 食べないときがある 食べていない
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20.7 

12.0 
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R1
R2
R3
R4
R5

３歳児 朝食摂取状況

いつも食べる 食べないときがある 食べていない
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◆幼児におけるう歯の状況 

1 歳 6 ヶ月ではう歯保有の幼児はほとんどいないが、3 歳児ではう歯を保

有する幼児が増えており、このことから成長に伴ってう歯が増えていること

がわかる。幼少期からの、う歯対策は将来の健康に関わるものであり、しっ

かりと対策することが重要である。 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        資料：乳幼児健康診査結果 

区分 R1 R2 R3 R4 R5

う歯保有者(人) 0 0 0 1 0

総受診者(人) 30 27 30 40 26

割合(％) 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0

区分 R1 R2 R3 R4 R5

う歯保有者(人) 5 4 5 4 0

総受診者(人) 30 30 31 29 25

割合(％) 16.7 13.3 16.1 13.8 0

0.0 0.0 0.0 
2.5 

0.0 
0.7 0.6 0.4 0.5 0.40.0
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穴水町 石川県
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3歳児のう歯の状況

穴水町 石川県

％ 
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◆小学生におけるう歯の状況 

  小学生のう歯罹患率は令和 4年にいったん減少したが、令和 5年以降増

加傾向にある。また、石川県全体と比べても、本町のう歯保有の児童の割

合は依然高いままであり、将来の健康のためにも子どもの時からの予防活

動が重要になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      出典：町学校保健統計調査 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～子どもの時からの口腔ケア～ 

 

う歯を放置していると糖尿病などの生活習慣病を発症しやすくなります。 

将来の生活習慣病の予防のためにも、う歯を作らないように気をつけること

が重要です。子どもにおいては乳歯のうちからう歯予防に取り組むことが大切

です。乳歯がう歯になった場合、その後に生えてきた永久歯も、虫歯菌に侵さ

れてしまいます。 

穴水町では乳幼児健診時に希望者へフッ化物塗布を実施し、さらにフッ化物

洗口の実施を推進してまいります。 
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穴水町 全国

％ 
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４．食育に関すること 

  ◆食育アンケートによる結果状況 

   アンケートは特定健康診査受診者に実施。 

回答者は 40 歳以上の男女 477 名(男性 179 名、女性 298 名) 

 

食育に関する関心度について、令和 6 年度の「ある」「どちらかと言えばある」

と回答した人を足した割合は、令和元年より減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに令和 6 年度の男女の比較で、食育に対して関心がある・どちらかと言

えば関心があると答えた人を合わせた割合を見ると、男性の 40.3％に対し女性

では 68.4％と、女性のほうが多いことがわかる。 

このグラフによって、男性の食育に対する関心や意識を向上させていくことが

重要であることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2

48.3

10.1

20.1

9.5

6.4

19.6

17.1

30.7

7.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

食育の関心度（男女比較）

ある どちらかと言えばある どちらかと言えばない ない わからない

31.3

45.5

42.2

41.5

15.1

17.5

24.5

16.4

9.6

8.1

6.7

7.6

6.5

13.1

13.2

18

36.8

15.9

13.8

16.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H22

H26

R1

R6

食育の関心度（総数）

ある どちらかと言えばある どちらかと言えばない ない わからない

66.7 

57.9 

40.3 

68.4 



17 
 

◆食育に関心がある理由について 

  関心度のアンケートで「ある」「どちらかと言えばある」と答えた人の、食

育に関心のある理由についてグラフにまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まで行った 4 度のアンケートで「生活習慣病の増加の問題」と答えた人が

最も多いのは共通している。これにより、生活習慣病を防ぐために食育が必要で

あると考えている人が多いことがわかる。 

 ただし、令和 6 年度は食育に関するすべての項目において、過去最低の数値

となっている。より多くの方に関心を持ってもらえるよう啓発していく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの心
身の健全な
発達のため

食生活の乱
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生活習慣病
の増加の問

題

自然の恩恵
や食に対す

る感謝

地域の文化
や伝統を守

る

肥満ややせ
すぎの問題

その他

H22 34.3 40.6 62.6 23.8 13.3 41.3 1.4
H26 25.7 37.3 70.6 22.3 14.4 42.5 2.9
R1 25.8 32.1 68.8 15.5 10.3 29.5 1.4
R6 21.7 27.2 52.5 10.9 7.6 22.1 6.2

0
10
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食育に関心のある理由

 

      ～一日の塩分摂取量について～ 

 

 高血圧と塩分摂取量の関係性が明らかになり、世界中で減塩に関して対策が

されています。日本でも、厚生労働省から新しい基準が制定され、日本人の食事

摂取基準(2020 年版)によって 1 日の塩分摂取量は男性 7.5ｇ未満、女性 6.5ｇ

未満、高血圧であれば 6ｇ未満となりました。 
しかし現在、日本人が 1 日に摂取していると言われる塩の量は男性 11g、女性

9.3ｇです。高血圧は心臓病や腎臓病など、様々な病気につながります。常に減

塩の意識を持って生活するようにしましょう。 

％ 
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◆塩分について 

塩分について、経年比較のグラフを見ると、「気を付けている人」の割合は

年々増加傾向にある。また、「気を付けてない」と答える人の割合も減少傾向

にあることから、減塩について関心が高まってきていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆野菜について 

野菜についても、経年比較のグラフを見ると、「常に野菜を食べるように気

をつけている人」の割合が高い状態が続いてはいるが、令和 6 年には 90％を

超えた割合となった。 
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◆朝食について 

朝食は生活を豊かにするために必要なものなので、朝食の大切さをどのよ

うに周知するかが課題となる。ただし、本町では食育への関心の有無に関わ

らず、全体的に朝食への意識は高い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆フードロスについて 

 さらに、今回はフードロスについてもアンケートを実施した。 

全体的に約 9 割の人が「気をつけている」と回答し、フードロスへの意識が高 

い傾向にあることが伺える。 
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５．学校給食での地場産物利用について 

 

地産地消の推進により、町内の小中学校では、本町や奥能登の他市町

で採れた食材を取り入れた給食を提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

穴水産こしひかり 大豆 たまご トマト じゃがいも さつまいも 

キュウリ 大根 根深ねぎ 白菜 玉ねぎ 干ししいたけ しめじ みそ 

のとワイン 栗 かぶ りんご 山菜（わらび・水ふき） 等 

 

      ～SDGs について～ 

 

SDGs とは、2015 年 9 月の国連サミットで 150 を超える加盟国首脳の参加のも

と、全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げら

れた、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。（農

林水産省 HP より） 

SDGs は、先進国・途上国すべての国を対象に、経済・社会・環境の 3 つの側面

のバランスがとれた社会を目指す世界共通の目標として、17 のゴールとその課題

ごとに設定された 169 のターゲット（達成基準）から構成されており、この目標

は食育の推進によって貢献が可能であるとされます。 

例えば穴水町では学校給食で地場産物を積極的に利用することで、地元におい

て持続可能な生産消費形態を確保できます。他にも、能登ワイン（株）では、例年

開催されるかき祭りにおいて大量に排出されるカキ殻に一手間加えることで、ワ

インの原料となるブドウを栽培するための肥料として再利用しています。これは

SDGｓの目標とされている持続可能な食・フードシステムの構築に深く関係しま

す。 
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第３章 計画の数値目標・評価   

１．目標値一覧表 

項目 対象者 

令和 2年度 令和 7年度 

成果 
第 4次 

目標値 

現状値 
目標値 

(R5) 

現状値 

 
集計 

年度 
 

集計

年度 

朝食を欠食する町民の割

合（学校アンケート調

査、総合健診時アンケー

ト） 

中学生 2.0％ 

R1 

0％ 

4.9％ 

R6 

未達成 

0％ 

40 歳以上 6.5％ 6.6％ 未達成 

メタボリックシンドロー

ム該当者・予備軍の割合

(健診結果) 

40 歳以上（男） 56.4％ 45％ 57.3％ 未達成 45％ 

40 歳以上（女） 21.3％ 15％ 22.9％ 未達成 15％ 

肥満該当者の割合 

（学校調査・特定健診結

果） 

小学生 14.52％ 

減 

19.5％ 

未達成 減 

中学生 12.8％ 20.1％ 

40 歳以上(男) 35.1％ 36.9％ 

40 歳以上(女) 15.2％ 30.4％ 

食育に関心のある人の割

合(総合健診時アンケー

ト) 

40 歳以上 66.7％ 70％ 57.9％ 未達成 70％ 

食育の推進に関わるボラ

ンティアの人数(食生活改

善推進協議会名簿) 

食生活改善推

進協議会会員 
174 名 維持 120 名 未達成 維持 

食育コーディネーターの

人数 

食育コーディ

ネーター 
3 名 維持 1 人 未達成 維持 

野菜摂取に気をつけてい

る人の割合(総合健診時ア

ンケート) 

40 歳以上 87.6％ 90％ 93.9％ 達成 増 

塩分摂り過ぎに気をつけ

ている人の割合 

(総合健診時アンケート) 

40 歳以上 72.7％ 増 81.3％ 達成 増 
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第４章 計画策定の基本的な考え方 

１．基本理念 

 全ての町民が生涯にわたり、健康で豊かに暮らすために健全な食生活を自ら

実践できるだけの“食”に関する知識と的確な判断力を身につけることが大切で

す。そのためには子どもの頃から適切に食育を行うことが大切であり、子どもた

ちが郷土に誇りと愛着を持ち、生涯に渡って語り継がれるような食体験や食文

化を伝えることは、地域社会全体が食生活を見直すことにも繋がり、将来の穴水

町の発展にも繋がります。 

  

また、現代は 20～30 歳代への食育が特に重要視されており、食に関する知識

や意識、実践状況面での課題が他の世代よりも多いと言われます。この世代はこ

れから親となる世代でもあり、家庭での食育を担う立場です。若い世代が主体

的・効果的に実践できるように食育を推進し、次世代へ繋げることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康な心とからだは毎日の食事から 

～家庭と地域をつなぐ食育のかけ橋～ 
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２．基本目標 

 基本理念を受け、各分野での食育の取り組みを生かし、穴水町における食育を

取り巻く背景と現状を踏まえ、次の３つの目標を推進します。 

 

(１)健全な食生活の実践 

 生涯にわたり健康で暮らすために、町民一人ひとりが健全な食生活を自ら実

践できる力を育てるとともに、子どもの頃から適切に食育を行い、食生活の正し

い知識と判断力を身につけます。そのために、家庭での子どもへの食育を担う親

世代を中心に、その代理や補助を務める祖父母世代への食育も重要です。子ども

の食育は、将来的に自ら正しい食生活を送ることができるようになるための基

礎を築くものですが、その基礎を築くのは周囲の大人です。大人自身が正しい食

知識を身につけることが大切です。 

 

(２)健康寿命の延伸を目指した食育の推進(関係機関の連携) 

 正しい食育の推進は町民が健康で快適な毎日を過ごすために必要です。その

ために町民一人ひとりが生活習慣病の発症・重症化の予防や改善に向けて支援

することが必要です。また、食環境の改善が町民の健康状態に良い影響を及ぼす

ことを踏まえて、各関係機関や食品関係事業者等が連携・協力することが求めら

れます。 

穴水町の課題である肥満の改善や健康寿命の延伸のため、減塩の推進・メタボ

リックシンドロームや低栄養、やせなどの予防・改善などについて、持続可能な

食生活における食育を推進します。 

 

(３)持続可能な食を可能にするための食育の推進 

健全な食生活の基盤として持続可能な食環境が不可欠であり、食育において

も食環境の持続に資する取組を推進することが重要です。 

持続可能な食・フードシステムの構築を目指して、そのために必要な食に関す

る意識づくりを図ります。 

  



第５章 計画の概要 

  【基本理念】                                

健
康
な
心
と
か
ら
だ
は
毎
日
の
食
事
か
ら 

 
 

 

 

と
地
域
を
つ
な
ぐ
食
育
の
か
け

 

１ 家庭における食育の推進 

２ 認定こども園・保育所(園)に 

おける食育の推進 

①若い世代を中心とした食の支援 

②多様な暮らしに対応した食の支援 

③子どもから高齢者まで全世代における食育の推進 

に
応
じ
た
食
育
の
推
進 

３ 学校における食育の推進 

①自然の恵みや人に感謝する気持ちの育成 

②“食”への関心と知識の普及 

③食に関する体験の推進 

④給食での地場産物の利用 

 ⑤保護者への食育の普及・啓発 

①食に関する指導内容の充実 

②給食に関する内容の充実 

③保護者への食育の普及・啓発 

④消費者と生産者の交流の場の提供 

①生活習慣病予防や改善のための食指導 

②肥満の改善など正しい食生活の指導 

③フレイル・低栄養予防のための食指導 

④野菜摂取や減塩の推進 

１ 健全な食生活の実践に向けた 

 「大人の食育」の推進 

１ 農水産業における食育の推進

２ 地域・団体における食育の推進 

①地場産物食材の推進 

②地場産物の PR 

③農林漁業体験の取組の推進 
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１ 

健
全
な
食
生
活
の
実
践 

２ 

健
康
寿
命
の
延
伸
を
目
指
し
た

食
育
の
推
進 

３ 

持
続
可
能
な
食
を
可
能
に

す
る
た
め
の
食
育
の
推
進 

①食文化や郷土料理の継承 

②自然の恵みや人に感謝する気持ちの育成 

③地場産物への理解と利用の促進 

④“食”への関心と知識の普及 

⑤食育の普及・啓発 

⑥食の循環や環境を意識した食育の推進 

⑦災害に備えた食の推進・啓発 
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第５章  これまでの主な食育推進の取り組み 

１．行政の取り組み 

【妊産婦の教室や乳幼児健診による保護者への食知識の普及】 

 

                              

 

                

 

 

【食生活改善推進員の養成】 

 

 

 

 

 

 

【復興に向けた栄養・食支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 これまでの主な食育推進の取り組み 

子どもたちの食育は家庭から 

家庭の食育はあなたから 
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【各種食育教室】 
 

・食べ比べ減塩講座 

 

 

 

 

 

 

・みそ玉教室 

 

 

 

 

 

 

・子どものための料理教室 
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２．公民館の取り組み 

【男の料理教室（兜公民館）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【諸橋！男の料理教室(諸橋公民館)】   【手作りこんにゃく作り教室(諸橋公民館)】 
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３．こども園、保育所(園)における取り組み 

 

【防災食（神杉保育園）】        【イベント食(神杉保育園)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【茶道教室(平和こども園)】       【能登ワイン工場見学(平和こども園)】 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【巻寿司作り（光琳寺保育所）】     【巻寿司作り(光琳寺保育所)】 
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４．小中学校における取り組み 

【さつまいも掘り (向洋小学校)】    【田植え(向洋小学校)】 

 

 

 

 

 

 

【かぶの収穫(穴水小学校)】       【調理実習(穴水小学校)】    

 

 

 

 

 

 

 

【しいたけ栽培(穴水中学校)】      【ブドウ収穫（穴水中学校）】 
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５．穴水町食生活改善推進協議会の取り組み  

 

【子ども食堂とのコラボ】 

 

 

 

 

 

 

【ヘルシー簡単クッキング】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【穴水高校 3年生を対象とした食生活スキルアップ教室】 
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６．ふるさと教育の取り組み 

(１)バイキング給食 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)牡蠣棚見学 
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第７章 具体的施策と取り組み 

 

 

 

１．家庭における食育の推進  

 保護者や子どもの“食”に対する関心と理解を深め、乳幼児から高齢者まで、

それぞれのライフステージに応じた健全な食習慣の確立を図ります。また、家庭

での食事を大切にし、家族一緒に食卓を囲み、楽しい雰囲気で食事ができるよう

にします。家庭での食育を充実させ、子どもの将来の健康を守ります。 
 

 

 

 

具体的施策 取り組み 内  容 関係機関 

①若い世代を

中心とした食

の支援 

家族や友人など

と食事を共にす

る 

・誰かと一緒に食卓を囲むことで、楽し

みながら規則正しい食習慣や知識を習

得するよう心がける。 

 

 

 

 

 

認定こども園・ 

保育所(園) 

小中学校 

行政 

 

・普段から家庭で食べている食事が、自

分や家族の将来的な健康につながるこ

とを意識できるように働きかける 

妊娠前からの食

支援 

・妊娠前から食を含めた健康な生活習

慣を身につけることで、妊娠・出産・産

後を健康に過ごせるよう働きかける。 

②多様な暮ら

しに対応した

食の支援 

生活実態調査 ・多様な生活様式がある中で、それぞれ

が最も良い食生活を送れるように知識

を普及する。 

③健康寿命の

延伸を目指し

た食育の推進 

健診時や教室に

おける食指導 

・親世代に対し、乳幼児健診等を通して

食事指導を行うとともに、離乳食や減塩

についてなどの基礎的な食知識を身に

つける。 

行政 

 

新規 
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２．認定こども園・保育所(園)における食育の推進 

認定こども園・保育所(園)において、魅力ある食育活動を行い、子どもの健

全な食生活の実現と、豊かな人間性を育みます。 

具体的施策 取り組み 内  容 関係機関 

①自然の恵

みや人に感

謝する気持

ちの育成 

野菜作り体験 ・子どもたちが自ら野菜の苗を育て、収穫す

ることで自然の恵みや生産者に感謝する気

持ちを育てる。旬の食材に興味を持ち、一緒

に味わうことで友達との交流を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園 

保育所(園) 

地域・団体 

関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の自然に触

れた食育 

 

・季節を感じながら周辺を散歩したり、自然

物を採取し、調理して試食することで、季節

感や自然の恩恵を学ぶ。(よもぎ団子作り、栗

拾い、ほう葉めし作りなど) 

体験活動を通し

た交流 

・家族や地域の人ともちつき体験を行い、つ

きたてのもちを味わい、交流を深める。 

・仏教行事後のお斎体験。 

・五感を通して収穫、調理を体験し、“食”へ

の興味関心を育むとともに地域の方との交

流を図る。 

地域の方との交

流 

・一人暮らし高齢者（現在は応急仮設住宅

居住者）との交流・昼食会 

②“食”への

関心と知識

の普及 

保育教材を通し

た食育 

・食に関する絵本、紙芝居、パネルシアタ

ー、三大栄養素ボードなどを通して食への

関心を高める。 

エコ活動を利用

した食育 

・エコ活動の一環としてのグリーンカーテ

ンを通して、成長、収穫、“食”を一つの流

れとして知らせる。 

食文化に触れた

食育 

・おせち料理を輪島塗の御膳で頂くことで日

本の伝統的な食文化について学ぶ。 

・お茶会やもちつきなどの伝統・文化に触れ

る。 

新規 

拡充 
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３．学校における食育の推進 

小中学校において、“食”に関する教育の充実を図るとともに望ましい食習慣

及び豊かな人間関係の育成に努めます。 

園児同士の交流

の場の提供 

・食をテーマに子どもたちで話し合い、子

ども達が選んだ食事を給食の時間に食べて

感想を話し合い、食について関心と知識を

高める。 

 

 

 

 

 

認定こども園 

保育所(園) 

地域・団体 

関係機関 

 

③食に関す

る体験の推

進 

地域の食に関す

る事業の見学・体

験 

・のとワイン工場の見学 

・ブルーベリー摘み体験 

・地域の農園での収穫体験、農家との交流 

④給食での

地場産物の

利用 

認定こども園・保

育所(園)給食の

充実 

・認定こども園・保育所(園)の給食において、

地元の野菜を活用する。 

⑤保護者へ

の食育の普

及・啓発 

給食の試食会と

献立の掲示・配布 

・年に数回給食試食会を実施したり、献立を

掲示、配布したりして、保護者への“食”の

関心を高める。園で収穫した野菜を家庭に持

ち帰り味わう。 

具体的施策 取り組み 内  容 関係機関 

①食に関する

指導内容の充

実 

授業を通した食

育 

・年間計画に基づいて学活、総合、家庭科

等で“食”に関する授業を実施し、食習慣

や食文化について学ぶ。 

（しいたけ菌打ち、みそ作り見学等） 

・総合的な学習の時間では、ふるさと学習

の中で、地域の食について学ぶ。 

（あえのこと、稲作体験、郷土料理の調理

実習など） 

 

 

 

 

 

小中学校 

地域・団体 

 

 

 

 

 

親子行事を通し

た食育 

・町の事業とタイアップし、地域の食材を利

用した調理実習等で地域の食文化に触れる。 

児童生徒の食に

関する実態把握 

・児童生徒の食事のアンケート調査を実施

し、正しい食生活の啓発を図る。 

新規 
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体験活動を通し

た食育 

・職場体験等を通して、地域の食料生産、

食料流通について学ぶ。 

・体験を通した食に関する指導を行い、よ

り実践的な知識の獲得及び行動変容を伴

う意識改革を目指す。（野菜の栽培：植え付

けから収穫・調理まで体験する） 

・ふるさと教育として、みそ作りやカキ棚

の見学、しいたけ栽培の体験活動等を行

う。 

・親子事業とタイアップし、保護者も参加

し、地元農家の方々を講師に 1年かけて稲

作体験を行い、収穫したお米を頂く。 

・パティシエや料理人を講師に、味覚や食

感について学ぶ。 

【行事食・郷土料理の普及】 

・日本や地域に昔から受け継がれる行事食

や和食を取り入れた献立の作成。またJAや

地元生産者と連携し、地場産物を積極的に

給食に取り入れた献立の作成。 

【ふるさと教育の充実】 

・町の代表的な特産品となった能登ワイン

の製造工程を学ぶほか、ブドウ収穫の体験

とワインボトルのオリジナルラベルを作

成する。収穫したブドウで加工され、生徒

作成のラベルが貼られたボトルは5年間の

貯蔵を経て、成人式（20歳）の記念として

贈られる。未来の自分に向けたメッセージ

を記した成果物を町に残すことで、ふるさ

と穴水への郷土愛に繋げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校 

地域・団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食時間の指導

の充実 

・毎月 19 日の「食育の日」の給食時間に、

栄養教諭が食に関する指導を実施。その月

の給食目標などに応じた内容とする。 

②給食に関す

る内容の充実 

給食に関する内

容の充実 

・栄養バランス、減塩、地産地消等を意識し

た、食に関する指導の生きた教材となるよう

な献立の作成、全国各地のご当地食や世界各

地の料理の提供、よくかむ食材や献立を取り

拡充 

新規 

拡充 
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入れた「かみかみ給食」の実施など、豊かな

食体験につながるような献立の作成。 

・児童生徒が家庭科の授業等で考案した献立

を、給食で提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校 

地域・団体 

献立の活用 ・“食”に関する指導の教材となるような献

立を作成する。 

児童同士の交流

の場の提供 

・協力して食事の準備や後片付けを実施する

ことで異学年の児童同士の交流を図る。 

給食委員会の活

動 

・放送を通した献立の紹介や黒板を使用した

食品の紹介、全校集会でのクイズ等を通し、

栄養の知識の普及を図る。 

③保護者への

食育の普及・

啓発 

食育講演会・アン

ケートの実施 

・食育講演会やアンケートを実施し、食育の

普及を図るとともに、バランスの良い食事、

朝食の大切さについて学ぶ。 

給食だより、食育

だよりの発行 

・給食や食育に関するお便りを発行し、“食”

に関しての情報を提供する。 

給食試食会の実

施 

・給食試食会を実施することで、保護者の

“食”への関心を深めるとともに親子の会話

の促進を図る。 

④消費者と生

産者の交流の

場の提供 

招待給食の実施 ・野菜栽培を手伝ってくれた「野菜名人」が

作った野菜を、給食で使用し、その日の給食

に招待する。 

 

      ～ペットボトル症候群に気を付けよう～ 

 

子どもから大人まで愛飲している人の多いスポーツドリンクですが、実は 500ml ペッ

トボトルに 30g 以上の大量の砂糖が入っていて、飲み方を誤ると、あっという間に糖尿

病になったり腎臓を壊してしまうことになりかねない飲み物です。 

スポーツドリンクに限らず、清涼飲料水は砂糖を多く含むものが多いので、 

飲み方には十分に気をつけましょう。 

 

拡充 
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１．健全な食生活の実践に向けた「大人の食育」の推進 

町の特性を考慮しながら、関係機関が連携し、食育を推進できるような体制

作りを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的施策 取り組み 内  容 関係機関 

①生活習慣

病予防や改

善のための

食指導 

特定健康診査や保健

指導等の各種事業で

の積極的な普及活動 

・適正な体重を維持するため食が重要であ

ることを周知しそのための助言等を行う。 

・適正な塩分や糖分の摂取量について周知

し、心疾患や腎臓病、糖尿病などをはじめ

とした大病の原因となり得る高血圧や高血

糖の予防・改善を推進する。 

地域 

団体 

行政 

②肥満の改

善など正し

い食生活の

指導 

生活習慣病予防に

向けた食指導 

・地区において、料理教室や講習会などを実

施し、生活習慣病予防に向けた知識の普及を

図る。 

行政 

食生活改善

推進協議会 

③フレイル

低栄養予防

のための食

指導 

高齢者の食生活改

善の推進 

・高齢期の低栄養の予防と栄養バランス

のとれた食事指導等を含め、その実践を通

じて高齢者の健康増進に努める。 

行政 

食生活改善

推進協議会 

④野菜摂取

や減塩の推

進 

各種事業やイベント

などでの積極的な普

及活動 

・1 日 350g 以上の野菜摂取を広く周知し、

生活習慣病の予防・改善を推進する。 

・減塩の大切さや健康への影響を広く周知

し、生活習慣病の予防・改善を推進する。 

行政 

食生活改善

推進協議会 

 

新規 

新規 

         ～規則正しい食生活で生活習慣病予防～ 

  現代は朝昼夕の 3 食を食べることが推奨されています。しかし若い世代 

や、生活が不規則にならざるを得ない仕事をされている方などでは、それ 

が難しい場合が見られます。ヒトのからだは狩猟時代の名残で、栄養が不 

足するような環境だと、脂肪をため込むことによってエネルギーの不足に 

備えるようになります。つまり食事を抜くことが常習化している人は、太 

りやすく痩せにくい体質になってしまいます。忙しくても食べられるよう 

な、おにぎりやサンドイッチ、みそ汁など、手軽なもので良いので、欠食 

はしないようにするのがいいですね。 
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１．農水産業における食育の推進 

生産者、消費者との交流を通じ、信頼関係を構築すると共に、農水産業への理

解を深め、“食”に関する体験活動を推進します。 

 
 
 
 
 

具体的施策 取り組み 内  容 関係機関 

①地場産物食材の

推進 

小中学校への食材の提

供 

・管内で生産された食材を提

供。バイキング形式で給食を楽

しんでもらい、能登ブランドを

知ってもらい、地産地消への理

解と食の大切さの学びとしても

らう。 

農業協同組合 

地元生産者 

②地場産物の PR イベント・行事等への参

加による地場産物の PR 

・石川農林漁業まつりへ参加し、

地場食材の PRをする。 

広報による食の普及・啓

発 

・月に一回、広報を発行し、野菜

栽培の方法や農作物に関して情

報発信する。 

販売を通した食の推進 ・野菜や魚の販売を通し、生産者

から消費者へ情報発信を行う。 

農業協同組合 

漁業協同組合 

カキ棚見学の実施 ・小学校のふるさと教育にて、中

居湾のカキ棚見学を行い、稚貝の

育て方や養殖の工夫など、地元の

名産物ができるまでの過程を教

える。 

漁業協同組合 

③農林漁業体験の

取組の推進 

生産現場への理解を深

めるための取組 

・実際に農林水産業の体験をする

ことで、第 1次産業への理解を深

める。 

地元生産者 

行政 

 

新規 

新規 
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２．地域・団体における食育の推進 

 

 地域での体験活動などを通し食育を推進することで、地場産物や食文化に関す

る知識を深めると共に、地域の繋がりを広めます。 
 

具体的施策 取り組み 内容 関係機関 

①食文化や郷

土料理の継承 

昔の行事体験を通

しての食育 

・公民館等で、昔の杵や臼を使用したもちつ

き大会を開催することで、こどもたちに昔の

食文化に触れる機会を提供すると共に広く

地域の方々へ、食育を普及・啓発する。 

・こんにゃく作りや塩麴作りを通して昔の

“食”にふれる機会を提供する。 

・味噌造りを通して、地域の伝統について学

び、実際に体験する。 

公民館 

放課後児童

クラブ 

行政 

 

地区活動を通した

食育 

・地区へ出向き、料理講習会を実施するこ

とで郷土料理等の料理教室を実施する。 

食生活改善

推進協議会 

行政 

豊かな食体験の場

の提供 

・児童とその保護者を対象に地域の食材を利

用した郷土料理等の料理教室の実施。 

・地域の伝統行事における食体験や郷土料理

について学ぶ機会を提供する。 

食生活改善

推進協議会 

行政 

②自然の恵み

や人に感謝す

る気持ちの育

成 

自然にふれた食育 ・野菜の苗を植え、植え付けした野菜を収穫

し調理したものを試食する。 

・椎茸の植菌体験や収穫体験を通して自然の

素晴らしさを体験する。 

公民館 

放課後児童

クラブ 

行政 

③地場産物へ

の理解と利用

の促進 

体験型食育の実施 ・野菜の植え付けから収穫までの過程を体験

することで、人や生命への感謝の心を育てる

とともに、子どもの“食”に対する意識の向

上を図る。 

放課後児童

クラブ 

行政 

④“食”への関

心と知識の普

及 

料理教室を通した

食育 

・料理教室を通して“食”への知識の普及を

図る。(男の料理教室・まいもん料理教室等) 

公民館 

行政 
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⑤食育の日の

普及・啓発 

食育パンフレット

の配布 

・食育の日である 19日にパンフレット・普及

啓発グッズ等を多くの人が集まる場所にて

配布し、PR する。 

食生活改善

推進協議会 

行政 

⑥食の循環や

環境を意識し

た食育の推進 

食品ロス削減対策 ・環境美化や廃棄物削減の普及・啓発。 行政 

⑦災害に備え

た食の推進・

啓発 

災害時に役立つ料

理教室の実施 

・パッククッキングや缶詰を活用した災害時

に役立つ料理教室を実施し、防災・災害時の

意識の向上及び、知識の普及を図る 

行政 

食生活改善

推進協議会 

 

     ～もったいない！食べ物を大切にする本～ 

 

日本では、まだ食べられるのに廃棄される食品「食品ロス」が年間約 400 万トン〜

700 万トンも発生しています。 

本町では、家庭での「食品ロス」削減を図るために、「もったいない！食べ物を大切

にする本」を作成しました。本には「食べ物のムダを無くす」工夫が掲載されていま

すので、ご家庭で取り組んでいただければ幸いです。 
(穴水町役場 HP 環境安全課「食品ロス削減対策事業」引用) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

穴水町：もったいない！食べものを大切にする本(平成 25 年発行) 

 

新規 
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第８章 ライフステージに応じた食育の推進 

 食育の推進にあたっては町民一人ひとりのライフステージに応じた取り組み

を進めることが重要です。このため、ライフステージを妊産婦期、乳幼児期、学

童期・思春期、青年期、中年期・壮年期、高齢期に区分し、それぞれの世代に応

じた食育の展開に努めます。 

 

(１)妊産婦期 

  妊娠中の食事は、健全なお腹の中の胎児の発育に関係するだけではなく、 

産後の母体回復や母乳の分泌、乳児の健康的な発育に大きく影響します。 

次世代を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境を整えることが必要です。 

 

  ★妊婦健診等を活用し、食生活に関する知識を身につける。 

  ★妊娠中は口腔内トラブルが起きやすく、妊婦歯科検診等を活用し歯周疾

患の予防に気をつける。 

  ★体重をコントロールし、栄養バランスのとれた食生活を実践する。 

  ★妊娠期の食生活が胎児に及ぼす影響を知る。 

 

(２)乳幼児期(０～５歳) 
  この時期は生涯にわたる食習慣形成の上で「食を営む力」の基礎を培う最も 

重要な時期です。望ましい生活リズムを定着させ、安定した人間関係の中で食 

事を楽しみ、安らぎのある生活環境を整えることが大切です。 

乳幼児は自ら食べるものを選ぶことが難しく、周囲の大人の影響を受けがち

です。大人が食への理解を深めることで、初めて子どもへの食育が成立します。 

 

  ★母乳に含まれる免疫物質は感染症などの予防をするため、母乳育児は効

果的であるが、乳児用ミルクにも同様の栄養素が含まれていること、非

常時に母乳が出なくなった際には大変有用であるため、適宜乳児用ミル

クも活用できればよい。 

  ★発達段階に応じた適切な食生活、基本的生活習慣が身につけられるよう 

   にする。 

  ★幼児のうちからう歯があると、将来的に糖尿病などの生活習慣病を発症 

する確率があがるため、歯磨き習慣を身につけ、う歯予防に努める。 

  ★さまざまな“食”の体験を通して味覚の基礎を養い、食の大切さを知る。 

  ★よく噛んで食べる習慣を身につけ、噛む力を身につける。 

  ★食事のあいさつ(いただきます、ごちそうさま)やマナーを習慣づける。                    
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(３)学童期・思春期(６～１８歳) 
  食育を通じてこころ豊かな暮らしを送るための基礎を築く時期です。しか 

し、塾や習い事に忙しく、家族そろっての食事や団らんなどが困難になる時期 

でもあります。また、思春期の終わり頃になると、成人を迎え、進学や就職に

よるひとり暮らしを控える子どもも現れます。食べる力を身につけることが特

に重要となる時期です。 

 

  ★生活リズムを整え、主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事を心 

がける。 

  ★楽しく食事をするための食のマナーを身につける。 

  ★食べ物を大切にし、感謝する心を養う。 

  ★う歯や歯周病を予防し、歯と口の健康管理に努める。 

  ★筋肉が成長する時期であり、食事によるタンパク質の補給が大切。 

  ★食べ物を選ぶ力、食べ物の味がわかる力を身につける。 

  ★家族や友人と共に食事をする機会を大切にする。 

 

(４)青年期(１９～３９歳) 
 社会的にも家庭的にも生活が大きく変化する時期です。一方で身体機能は充

実していますが、仕事や勉強などで食事時間や生活リズムが不規則になり、偏っ

た食生活や外食利用の増加などから、食事管理や健康管理がおろそかになりや

すい時期でもあります。身体機能が充実しているおかげで、健康の異常に気づき

にくいとも言えます。身体機能が飛躍的に向上する時期であり、この時期にどれ

だけ食生活を充実させることができるかによって、将来的な生活習慣病を予防

することができるため、この世代への食育は今後の課題となります。 

 

 ★“食”に関する正しい情報を選択する力を身につける。 

★適正な食事量や栄養バランスの知識を習得し、実践できるよう努める。 

 ★家族や友人と一緒に食事をする機会を大切にする。   

 ★家庭料理や郷土料理等の知識や技術を学んでいく。 

 ★う歯や歯周病を予防し、歯と口の健康管理に努める。 

 ★塩分、脂肪の摂り過ぎに注意し、生活習慣病やメタボリック・シンドロー 

ムの予防・改善に努める。 
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(５)中年期・壮年期(４０～６４歳)   
  中年期・壮年期は、職場や地域、家庭の中心となって活躍するため、多忙 

で、自分の管理がおろそかになり、生活習慣病や更年期による体調の変化等、 

身体的、精神的、社会的に大きな変化を迎える時期です。 

 

  ★家族や友人と一緒に食事をする機会を大切にする。   

★塩分、脂肪の摂り過ぎに注意し、生活習慣病やメタボリック・シンドロ 

ームの予防・改善に努める。 

   ★家庭料理や行事食、郷土料理等の知識や技術を子どもたちに伝えて継 

承していく。 

   ★栄養のバランスや“食”の安全性等、“食”に関する正しい知識を習得 

  し、家族に継承する。 

 ★壮年期歯周疾患検診などを活用し、定期的な歯科受診を心がけ、歯と口 

  の健康管理に努める。 

 

 (６)高齢期(６５歳以上) 
  退職や子どもの自立等により、生活環境の大きな変化が見られる時期です。

また、フレイルなどを中心とした体力の低下や、今までは平気だった生活習慣

病による症状などが表面に現れてくることで、健康への不安を感じることが

多くなります。食育によって、自分の体とうまく付き合う術を知ります。 

 

   ★健康診断や、歯科検診を定期的に受け、健康を維持できるよう心がける。 

  ★家族や友人と一緒に食事をとる機会を大切にする。   

   ★行事食や郷土料理等の豊富な知識や技術を地域や家庭に継承していく。 

   ★自分の健康状態を考え、主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食 

事を心がける。 

   ★う歯や歯周病の予防をし、自分の歯を維持できるよう心がける。 

 

 

 

 

      ～食のボランティア団体 食生活改善推進協議会～  
                                                                                                                             

本町には穴水町食生活改善推進協議会というボランティア団体があります。 

食生活改善推進協議会は全国 1,360 市町村、会員 10 万人が各地で活動を展

開しており、“私達の健康は私達の手で”をスローガンに、食を通した健康づ

くりのボランティアとして活動しています。本町では令和 7年度現在、約 100

名の会員が、わが家の食卓を充実させ、地域の健康づくりに貢献しています。 
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第 9 章 食育推進のための連携 

◆食育推進協力機関一覧 

【団体】 

食育協力機関 支援内容 連絡先 

能登農業協同組合 ・米作り、野菜作り指導 

・給食に使用する食材の提

供 

・野菜の選別作業の見学 

0768－52－3800 

石川県漁業協同組合穴水支所 ・県内で獲れる魚や地元で 

獲れる魚についての話 

・かき棚見学 

0768－52－1180 

穴水町食生活改善推進協議会 ・料理教室の指導 

・石川県や日本食生活協会

による、地域の食生活改

善のための普及・啓発活

動（いしかわヘルシー＆

デリシャスメニューの普

及・男性の料理教室等） 

穴水町子育て健康課内 

0768－52－3589 

穴水町健康づくり推進員 

連絡会 

・野菜づくりの手伝い 穴水町住民福祉課内 

0768－52－3378 

【個人】 

【行政】 

穴水町子育て健康課 ・食育に関わる教室や講座 

・栄養指導 

・こども包丁の貸し出し 

0768－52－3589 

穴水町住民福祉課 ・フレイル予防講座 

・高齢者向け栄養講座 

0768-52-3621 

穴水町教育委員会 ・バイキング給食 

・ふるさと教育 

0768-52-3710 

 

桶本 直子 ・田畑の提供・栽培支援 

(主に桑の実摘み取り) 

0768－57－1643 
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      ～日本型食生活について～                                                                                                                             

 

 ▼ごはんを中心に、魚、肉、牛乳、乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、茶など多様

な副食などを組み合わせた食生活です。 

 ▼日本の気候風土に適した多様性のある食として、地域や日本各地で生産される豊

かな食材も用い、健康的で栄養バランスに優れています。 

 ▼ごはんをベースにすることにより、汁、魚、肉、乳製品、野菜などバラエティに

富む組み合わせが可能なため、多様な食材を組み合わせた食事になるほか、旬の

食材を利用して季節感を取り入れることや、地域の気候風土にあった郷土料理を

活用すること、和食のなかに洋風や中華風などの様々な食文化の要素を取り入れ

て、幅広く楽しむことができるメリットがあります。 

 

 

                                                    

 

◎日本型食生活のイメージ 

日本の気候風土に適した米

を中心に水産物、畜産物、野菜

等、多様な副食から構成され、

栄養バランスに優れた食生活 
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          穴水町食育推進委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 食育基本法（平成１７年法律第６３号）の規定に基づき、穴水町食育

推進計画（以下「推進計画」という。）の策定及びその実施を推進するため、

穴水町食育推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、食育を推進するために次の事項について協議する。 

（１）推進計画を策定し、及びその実施を推進すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、食育の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、別記のとおりとする。 

２ 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

３ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

４ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 委員長は委員会を招集し、委員会の議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を

求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（ワーキンググループ） 

第６条 委員会に、会議の円滑な運営を図るため、必要に応じてワーキンググ 

ループを設置することができる。 

２ ワーキンググループの組織その他ワーキンググループに関し必要な事項は、 

 委員長が別に定める。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、子育て健康課において処理する。 

（その他） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項につ 

いては、委員長が定める。 

（附則） 

この告示は、平成２２年１０月１日から施行する。 

    (附則) 

   この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

(附則) 

   この告示は、令和５年４月１日から施行する。 



　令和7年

6月9日 　関係機関への食育実施状況調査の実施

7月10日 　第1回課内打ち合わせ

　　　・計画(案)についての検討

9月24日 　第1回庁内関係各課打ち合わせ

11月5日 　第1回食育推進委員会(食育推進計画策定会議)

　　　・第2次食育推進計画に基づく食育事業の実施状況

　　　・第3次食育推進計画(案)の策定について

12月19日 　第1回食育推進計画策定会議協議内容まとめの送付(委員宛)および

　書面協議

　令和8年

1月23日 　第2回課内打ち合わせ

　　　・第1回食育推進委員会後の計画(案)修正および検討

2月5日 　パブリックコメントの実施

～2月12日

2月26日 　第2回食育推進委員会(食育推進計画策定会議)

　　　・第1回食育推進委員会後の協議について

　　　・第4次食育推進計画(案)の策定について

3月5日 　計画(案)についての答申

3月9日 　計画の承認

第4次穴水町食育推進計画策定の経過

策定経緯
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区　　分 　　氏　　名

 学校 道端　啓子 　穴水中学校　養護教諭

 認定こども園 鳥越　滋子 　穴水小学校　養護教諭

 保育所(園) 清森　由子 　向洋小学校　栄養教諭

 関係者 古倉　富美 　平和こども園　主幹保育教諭　

神杉　充 　神杉保育園　園長

 長谷川 逑麿

 農協・漁協 小泉　一明 ◎

宮本　久志

 関係者 小栗　真紀子 　能登農業協同組合　穴水支店　支店長

 地域関係者 上野　実 　穴水町立穴水公民館　館長

桶本　直子 　いしかわ食育コーディネーター ◎

　（穴水町食生活改善推進協議会　会長）　 

宮下　すみ子 　穴水町女性団体協議会　会長 

丸田　真菜美 　穴水小学校　PTA女性代表

関　則生 　穴水町社会福祉協議会　局長

 行政関係者 高谷　真琴

関係各課

◎・・・食育推進委員長　　

　能登北部保健福祉センター 
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穴水町食育推進委員会委員名簿

所　属・役　職　　

　認定こども園　光琳寺保育所　園長

　石川県漁業協同組合穴水支所　支所運営委員長

　石川県漁業協同組合穴水支所　支所運営委員長

（令和７年４月１日～１２月２８日まで）

（令和７年１２月２９日～令和８年３月３１日まで）

教育委員会事務局 観光交流課 住民福祉課 地域整備課 環境安全課
子ども家庭室 子育て健康課（事務局）



 
  



 

第 4 次穴水町食育推進計画 
 
 

令和 8年 3月 
 

 

穴水町子育て健康課 
 

 

〒927-0027 石川県鳳珠郡穴水町字川島タの 38 番地 


